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第１章 風水害に対する予防対策と応急対策 

 

第１節 自助・共助による防災力の向上 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第１節 自助・共助による防災力の向上 震災-1】を準用するほか、次

のとおりとする。 

 

≪予防・事前対策≫ 

 

第１ 土のう保管箱の設置 

【危機管理室】 

近年、短時間で狭い範囲に降る局地的大雨が増えており、市内においても、地形が低い場所を中

心に被害が発生している。市では、過去に被害が発生した地域を中心に、土のう保管箱を設置し、

家屋等への浸水による被害を予防するために、市民が必要に応じて自主的に土のうを使用できる

ようにする。 

市では、土のう保管箱を設置したときは、ホームページへの掲載等により積極的に周知を図るも

のとする。また、同時に、各家庭で簡単にできる土のう以外の水防工法を紹介するなどして、市民

の防災力の向上を図ることとする。 

≪【資料 84】 和光市土のう保管箱の設置及び管理に関する要綱≫ 

 

第２ 風水害に関する知識と情報入手方法の啓発 

【危機管理室】 

風水害は、正確な情報を入手し、正しい知識に基づいて判断し行動することで、被害を防ぐまた

は軽減することが可能な場合も多い。そこで、市は、ホームページ、ハザードマップ、広報紙、避

難訓練時等、様々な機会を通じて、市民、地域、事業所等に対して、風水害に関する気象警報等に

関する知識、避難指示が発令された場合等災害の危険性が高まった場合にとるべき行動、行動判断

に役立つ各種情報の入手方法等を啓発することで、自助・共助による風水害に対する防災力の向上

を図ることとする。 
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第２節 防災教育及び訓練・第３節 調査研究・第４節 災害に強いまちづくり 
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第２節 防災教育及び訓練 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第２節 防災教育及び訓練 震災-10】を準用する。 

 

 

 

 

 

第３節 調査研究 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第３節 調査研究 震災-14】を準用する。 

 

 

 

 

 

第４節 災害に強いまちづくり 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第４節 災害に強いまちづくり 震災-16】を準用する。 
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第５節 災害ごとの対策 

 

第１ 水害対策 

 

≪予防・事前対策≫ 

 

１ 外水氾濫対策 

(1) 和光市河川の現況 

市域には、国管理河川の荒川に加え、その荒川水系に属する、新河岸川、越戸川、谷中川、

白子川の 4本の県管理の 1級河川がある。そのうち荒川、新河岸川は、洪水予報河川に指定

されている。 

(2) 重要水防箇所 

埼玉県水防計画における和光市が水防管理団体である重要水防箇所は次のとおりである。 

 

河川名 

重要度 
左右 

岸別 
地先名 

延長 

（ｍ

） 

重要なる理由 
種別 階級 

新河岸川 堤防高 Ａ 左 
和光市新倉～ 

朝霞市上内間木 
800 堤防余裕高不足 

新河岸川 堤防高 Ａ 右 
和光市新倉～ 

朝霞市台、根岸 
1,200 堤防余裕高不足 

新河岸川 新堤防 要 右 
和光市新倉～ 

200 
堤防完成後 3 年未満 

H24、H25新倉築堤工 

新河岸川 堤防高 Ａ 右 和光市新倉～ 100 堤防余裕高不足 

新河岸川 堤防高 Ａ 右 
和光市新倉～ 

1,600 
堤防余裕高不足 

H25境田外樋管工 

越戸川 堤防高 Ｂ 右 和光市新倉～ 600 堤防余裕高不足 

（平成 30年度埼玉県水防計画） 

 

※重要度における「種別」と「階級」の関連 

種別 

重要度 

要注意区間 Ａ：水防上最も重要な区

間 
Ｂ：水防上重要な区間 

堤防高 

(流下能力) 

計画高水流量規模の洪水

の水位（高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位）が現

況の堤防高を超える箇所。 

計画高水流量規模の洪水

の水位（高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位）と現

況の堤防高との差が堤防

の計画余裕高に満たない

箇所。 

 

新堤防・破

堤跡・旧川

跡 

  新堤防で築造後 3年以内の

箇所。 

破堤跡または旧川跡の箇

所。 
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（平成 30年度埼玉県水防計画） 

 

(3) 埼玉県の河川(外水)災害対策 

県は、河川の外水対策として、河川改修工事を進めており、河川災害の危険性は減少して

いる。 

(4) 河川等の巡視 

【道路安全課】 

市は、水防管理団体として、市域の河川等を巡視し、特に水防計画に定める重要水防区域

や危険箇所は常に留意し、堤防、護岸、根固め、あるいは水利などの河川施設の状態を把握

しておく。 

２ 内水氾濫対策 

(1) 和光市の内水氾濫対策 

【道路安全課、下水道課】 

市では、5 年に 1 度の確率で発生する 1 時間当たり 55.5mm の降雨強度を考慮した雨水整

備を進めている。また、宅内浸透処理施設やまちづくり条例等に基づく雨水貯留施設の設置

を指導することで、河川の急激な水位上昇を防ぎ、内水氾濫対策に寄与している。更に、越

戸川、谷中川、白子川の河川に対しては、河川改修計画により内水災害対策が進められてい

る。 

また、白子川の内水予防対策事業計画に基づく白子川下流域（水木橋下流）の内水災害対

策施設の設置により、白子川下流域における内水災害は減少している。 

なお、市は、台風、集中豪雨等により家屋又は道路等に浸水のおそれがある場合について、

総合治水対策の一環として、道路安全課、下水道課で側溝や雨水管等の整備を行う。 

≪【資料 85】 和光市の内水災害対策≫ 

(2) 保水機能の整備 

【道路安全課、都市整備課、下水道課】 

市域に雨水流出抑制施設の設置を推進し、降水をできるだけ流域内に保水・遊水させて、

一気に河川に流出させない対策を立てる。 

また、内水については、土地利用を計画的に規制するなど、水害対策にとって重要な保水

機能を保全すべき農地・空き地等の市街化の抑制を行う。 

さらに、遊水池や調整池を設けることによって、降水をできるだけ流域内に保水・遊水さ

せて、一気に河川に流出させない対策を立てる。 

３ 水防資機材の整備 

【道路安全課、危機管理室】 

市は、洪水により危険にさらされる河川に水防倉庫を設置し、水防に必要な資機材を整備し

ておく。 

≪【資料 86】 和光市水防資機材一覧表≫ 

４ 情報収集・伝達体制の整備 

【危機管理室】 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第７節 情報収集・伝達 ≪予防・事前対策≫ 震災-57】を準用
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するほか、次のとおりとする。 

気象情報や土砂災害警戒情報など災害から身を守るための情報を住民に周知し、居住地域

で起こり得る災害及びその態様に応じて危険から身を守る行動を普及する。 

また、市は気象警報等の伝達の責任者、体制及び方法等を定めておくものとする。 

なお、勤務時間外に伝達される気象警報等の伝達が迅速かつ的確に行われるよう体制を整

備しておくものとする。 

５ 避難体制の整備 

(1) 集中豪雨時における避難体制 

【危機管理室】 

市は、集中豪雨が発生した場合に、住民の円滑な避難を実現し被害を軽減するための避難

体制の基準を定める。【水害-22参照】 

(2) 水害時の指定緊急避難場所・指定避難所 

【危機管理室】 

市では、荒川又は新河岸川が氾濫した場合の指定緊急避難場所及び指定避難所として、氾

濫により被害を受ける地域の近辺を中心に 6箇所の施設を指定している。 

≪【資料 87】 和光市水害時の避難所≫ 

(3) マニュアルの作成 

【危機管理室、地域共生推進課】 

風水害時の避難支援のため、次のマニュアルを作成する。 

ア 和光市集中豪雨時情報伝達マニュアル 

イ 和光市避難行動要支援者避難支援マニュアル 

６ 浸水想定区域への対応 

【危機管理室】 

【Ⅱ和光市の概況及び被害想定編 第３章 第３節 風水害被害想定 第２ 浸水想定区域 

被害-22】より、水防法第 14条に基づく浸水想定区域指定された地域に対して、以下の事項に

ついて速やかに措置が行えるよう、体制整備に努める。 

(1) 洪水予報・警報の伝達 

(2) 避難誘導 

(3) 浸水想定区域内にある地下街、要配慮者利用施設、大規模な工場その他の施設（申し出が

あったものに限る）（以下「事業所等」という）への情報伝達及び避難指示 

また、これらの事業所等については、市地域防災計画に、施設の名称及び所在地情報を記載

する必要がある。なお、地下街等、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、水防法及び水防

法施行規則により、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられており、自衛水防組

織の設置については前者は義務付けられており、後者は努めるよう定められている。大規模な

工場その他の施設の所有者又は管理者についても、同法及び同規則により、水防計画の作成、

水防訓練の実施、及び自主水防組織の設置について努めるよう定められている。 

浸水想定区域内にある要配慮者利用関連施設は次のとおりである。 
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【障害関係】 

施設名称 所在地 電話番号 

放課後等デイサービス 白子ほのぼの 和光市白子 3-26-3 048-475-8291 

ぽぷり 白子 3-32-38 048-234-4459 

 

【高齢者関係】 

施設名称 所在地 電話番号 

特別養護老人ホーム 和光苑 和光市新倉 8-23-1 048-468-3355 

介護老人保健施設 ナーシングホーム和光 和光市新倉 8-23-1 048-468-3355 

ホーム下新倉 和光市下新倉 5-13-11 048-467-8883 

ケアハウス 桜の里 和光市新倉 8-23-2 048-450-5656 

医療法人社団翠会 和光病院 和光市下新倉 5-19-7 048-450-3311 

エスケアステーション和光 和光市白子 3-25-8 048-458-6931 

 

 

【児童関係】 

施設名称 所在地 電話番号 

なごみ保育園 下新倉 5-13-11 
048-423-5061 

03-5383-1411 

しらこ保育園 和光市白子 3-29-10 048-464-7400 

北子育て世代包括支援センター 和光市白子 3-29-10（しらこ保育園 3F） 048-464-0194 

ハレルヤ保育園 和光市新倉 5-9-92 048-451-5300 

下新倉みどり保育園 和光市下新倉 5-13-10 048-451-6433 

下新倉小学校 和光市下新倉 5-21-1 048-464-0500 

キッズエイド吹上保育園 和光市白子 3-15-25 048-423-5071 

キッズエイド吹上学童クラブ 下新倉 5-21-1 048-466-8008 

ひだまりの保育園 和光市新倉 2-17-31 048-486-9038 

第 2ひだまりの保育園 和光市新倉 3-5-28 048-487-7316 

第 3ひだまりの保育園 和光市新倉 3-5-28 048-487-7316 

和光リトルスター保育園 白子 3-35-7 048-487-9001 

下新倉児童館 下新倉 5-21-1 048-464-1515 

下新倉学童クラブ 下新倉 5-21-1 048-466-0312 

にいくら保育園 新倉 1-36-2 
048-463-2002 

080-6659-2567 

さくらさくみらい保育園 白子 2-23-7第２サンライズビル 
048-450-3939 

050-3569-2084 

つかさ保育園 白子 2-24-14 048-234-9209 
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048-211-4475 

しらこ南リトルスター保育園 白子 1-25-1 
048-423-5582 

080-9175-7592 

第五小学校 南 1-5-10 048-463-3100 

南児童館 南 1-5-1 048-467-5627 

南学童クラブ 南 1-5-1 048-467-5332 

さつきのこ学童クラブ 南 1-5-25 
048-462-1151 

090-4367-4968 

 

また、浸水想定区域内に、地下街や大規模な工場その他施設は現時点では存在していない。

今後、市の条例で定める用途及び規模に該当する大規模工場等が設置された際は、速やかに前

述の措置を取るものとする。 

 

７ 洪水ハザードマップの活用 

【危機管理室】 

浸水想定区域の指定に基づき、平成 20年 2 月、荒川及び新河岸川について、「和光市洪水ハ

ザードマップ」を作成し、平成 29年 3月には荒川についての「和光市洪水ハザードマップ」

を改正した。危機管理室は、毎年度マップの掲載内容を検討し、水害の危険性及び河川の氾濫

により想定される浸水区域や避難所の位置等について、市民・事業所等に対し周知徹底を図る

とともに、水害への自主対応の促進を図る。 

≪【資料 20】 和光市洪水ハザードマップ（新河岸川）≫ 

≪【資料 21】 和光市洪水ハザードマップ（荒川）≫ 

 

８ マニュアルの作成 

【道路安全課、危機管理室】 

水害時の警戒及び避難要領等に関する和光市水害時避難活動マニュアルを作成する。 

９ 危険箇所の調査 

【危機管理室】 

市域の内水による被害状況の調査、越戸川、谷中川、白子川の氾濫による被害状況の調査等

を継続的に実施することで、危険箇所の把握に努め、水防対策に役立てる。 

10 地盤沈下予防対策 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第４節 災害に強いまちづくり ≪予防・事前対策≫ 第 10 地

盤災害の予防 ２ 地盤沈下予防対策 震災-33】を準用する。 
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≪応急対策≫ 

 

１ 水防活動体制 

【水防本部】 

(1) 水防本部の設置 

危機管理監は、次のいずれかに該当し、水防本部設置の必要があると認める場合は、これ

を立ち上げるものとする。なお、水防本部は危機管理室に置く。 

水防本部の立ち上げ基準は次のとおりである。 

ア 気象業務法第 14 条の 2に基づく水防活動用予報・警報で、大雨注意報、洪水注意報の

いずれかが発表された場合 

イ 気象業務法第 14 条の 2に基づく水防活動用予報・警報で、大雨警報、洪水警報のいず

れかが発表された場合 

ウ 水防法第 10条、第 11条に基づく水防活動用予報・警報で、氾濫注意情報、氾濫警戒情

報のいずれかが発表された場合 

(2) 水防本部の組織 

水防本部長は危機管理監（不在時、総務部長）とする。また、水防本部は危機管理室、総

務部及び建設部を主体として組織する。 

 

【水防本部の組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 細部は、総務部長が定める。 

※２ 細部は、建設部長が定める。 

※３ 細部は、上下水道部長が定める。 

※４ 埼玉県南西部消防局及び和光市消防団の活動は、水害等の状況により定める。 

 

 

 

市 長 

副市長 

水防本部長（危機管理監） 
水防本部 

指示 

危機管理室職員 

総務部（長：総務部長） 建設部（長：都市整備部長） 

総務部職員 ※１ 建設部職員 ※２ 

上下水道部（長：上下水道部長） 

上下水道部職員 ※３ 

埼玉県南西部消防局※４ 

和光市消防団 ※４ 

協力 
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(3) 水防本部と災害対策本部の関係 

【本章 第６節 防災体制 ≪応急対策≫ 第１ 市の活動体制 １ 配備体制の基準 水

害-45】に示す事態が発生した場合、非常体制へ移行し、災害対策本部を立ち上げる。その

際、水防本部は、災害対策本部の下部組織とし、災害対策本部の指示のもとで活動する。 

２ 情報収集・伝達 

(1) 特別警報・警報・注意報等の種類及び発表基準等 

ア 気象業務法に基づく気象特別警報・警報・注意報等 

【本部室本部班・情報収集班、建設部土木建設班、各班】 

熊谷地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報等の対象地域、種類及び発表基準は

次のとおりである。 

(ｱ) 対象地域 

気象特別警報・警報・注意報は、市町村単位（二次細分区域）に区分して発表する。

また、特別警報・警報・注意報の発表にあたり市町村をまとめた地域（６地域）を用い

ることもある。  

天気予報は一次細分区域（３区域）に区分して発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 特別警報・警報・注意報等の種類及び発表基準 

・特別警報・警報・注意報は、大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれ

があるときには「注意報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が、

予想される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

きには「特別警報」が、県内の市町村ごとに、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予

想値が時間帯ごとに示されて発表される。また、土砂災害や低い土地の浸水、中小河川

の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等により実際に危険度が高まっている場

所は「キキクル」や「雷ナウキャスト」、「竜巻発生確度ナウキャスト」等で発表される。

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等では、市

町村等をまとめた地域の名称が用いられる場合がある。 

・早期注意情報（警報級の可能性）は、５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、

［中］の２段階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の

対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で（＊）、２日先から５日先にかけては日

一次細分区域 市町村等をまとめた地域 

埼玉県全域 南 部 

北 部 

秩父地方 

南東部 

南中部 

北東部 

北西部 

和光市 

南西部 

二次細分区域 

(秩父地方) 
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単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県）で発表される。大雨に関し

て、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを

示す警戒レベル１である。 

・気象情報（全般気象情報、関東甲信地方気象情報、埼玉県気象情報）は、気象の予報

等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかけられる場合や、

特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場

合等に熊谷地方気象台が発表する。 

大雨特別警報が発表されたときには、その内容を補足する「記録的な大雨に関する埼

玉県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関す

る全般気象情報」という表題の気象情報が速やかに発表される。   

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非常に激

しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使っ

て解説する「顕著な大雨に関する埼玉県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方

気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。  

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差し迫

っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝えるた

め、本文を記述せず、見出し文のみの全般・地方・府県気象情報が発表される場合があ

る。 

・記録的短時間大雨情報は、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛

烈な雨（１時間降水量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地

上の雨量計を組み合わせた分析)され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）

が出現している場合に、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災

害及び、低い土地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈

な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクル

で確認する必要がある。埼玉県の雨量による発表基準は、１時間 100ミリ以上の降水が

観測又は解析されたときである。 

・竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に

対して注意が呼びかけられる情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況にな

っているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で気象庁から

発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確

認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情

報が天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

・その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する

情報、早期天候情報、少雨に関する情報、高温に関する情報、熱中症警戒アラートなど

がある。 
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＜特別警報・警報・注意報の概要＞ 

種類 概要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮により、重大な災害が発生するおそ

れがあるときに、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等により、災害が発生するおそれがあ

るときに、その旨を注意して行う予報 

 

＜特別警報・警報・注意報の種類、概要及び発表基準＞ 

種類 概要・発表基準 

特
別
警
報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想された

ときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸

水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記され

る。災害が発生又は切迫している状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必

要があることを示す警戒レベル５に相当。 

その基準は次の条件のいずれかに該当する場合。 

① 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の値（和光市は土壌雨

量指数 278～285（R2.7.30現在））以上となる 1km格子が概ね 10個以上まとまって出現

すると予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨※がさらに降り続

くと予想される場合。 （大雨特別警報（土砂災害）） 

② 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数及び流域雨量指数の

値（和光市は表面雨量指数 50、流域雨量指数 40～178（R6.5.23現在））を設定し、以下

のア又はイを満たすと予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨※

がさらに降り続くと予想される場合。（大雨特別警報（浸水害）） 

ア 表面雨量指数として定める基準値以上となる１km格子が概ね 30個以上まとまって

出現。 

イ 流域雨量指数として定める基準値以上となる１km格子が概ね 20個以上まとまって

出現。 

 

激しい雨※:1時間に概ね 30mm以上の雨 

大雪特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想された

ときに発表され、その基準は、府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深（熊谷

の参考値 31cm）となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度続くと予想される場

合。（注１） 

暴風特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想された

ときに発表され、その基準は、「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速

50m/s以上）の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合。（注２）

（注３） 

暴風雪特別警

報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる

視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

その基準は、「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa以下又は最大風速 50m/s以上）の台風

と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合。（注３） 

   （注１）50年に一度の値は過去の観測データから推定した値である。個々の地点で 50年に一

度の値となることのみで特別警報が発表されるわけではないことに留意。 
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   （注２）台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・通過

すると予想される地域（予報円がかかる地域）に発表されている暴風・高潮・波浪の警報が特

別警報として発表されることに留意。 

   （注３）温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域におけ

る、暴風（雪を伴う場合は暴風雪）・高潮・波浪の警報が特別警報として発表されることに留

意。 
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＜特別警報・警報・注意報の種類、概要及び発表基準（続き）＞ 

種類 概要・発表基準 

警
報 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。大

雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、高

齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。 

その基準は次の条件のいずれかに該当する場合。 

①表面雨量指数が 18以上 

②土壌雨量指数が 118以上 

洪水警報 

上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大な災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による

重大な災害が対象としてあげられる。高齢者等が危険な場所から避難する必要があ

るとされる警戒レベル３に相当。 

その基準は次のいずれかに該当する場合。 

①流域雨量指数基準：白子川流域=11、越戸川流域=5.2以上 

②複合基準：新河岸川流域=表面雨量指数 16以上かつ流域雨量指数 32.5以上 

③指定河川洪水予報による基準：新河岸川（宮戸橋）、荒川（治水橋・岩淵水門（上）） 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。  

その基準は、12時間の降雪の深さが 10cm以上と予想された場合。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。  

その基準は、平均風速が 20m/s以上と予想された場合。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等によ

る重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

その基準は、平均風速が 20m/s以上で雪を伴うと予想された場合。 

注
意
報 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザード

マップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とさ

れる警戒レベル２である。 

その基準は次の条件のいずれかに該当する場合。 

①表面雨量指数が 8以上 

②土壌雨量指数が 81以上 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

①流域雨量指数基準：白子川流域=8.8、越戸川流域=4.2以上 

②複合基準：新河岸川流域=表面雨量指数 6以上かつ流域雨量指数 23.1以上 

③指定河川洪水予報による基準：新河岸川（宮戸橋）、荒川（治水橋） 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。  

その基準は、12時間の降雪の深さが 5cm以上と予想された場合。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

その基準は、平均風速が 11m/s以上と予想された場合。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による災害」のおそ

れについても注意が呼びかけられる。 

その基準は、平均風速が 11m/s以上で雪を伴うと予想された場合。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され、その基準

は、濃霧により視程が 100m以下になると予想された場合。 

 

 



Ⅳ風水害対策編 第１章 風水害に対する予防対策と応急対策 

第５節 災害ごとの対策 
 

水害－14 

＜特別警報・警報・注意報の種類、概要及び発表基準（続き）＞ 

種類 概要・発表基準 

注
意
報 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひ

ょう」による災害への注意喚起が付加されることもある。急な強い雨へ

の注意も雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件が予想されたとき

に発表され、その基準は最小湿度 25％以下で実効湿度 55％以下になる

と予想された場合。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発生するお

それがあるときに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発生するお

それがあるときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、浸水害、土砂災害等が発生するおそれがあるときに発

表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発生するおそれが

あるときに発表され、その基準は、早霜・晩霜期に最低気温 4℃以下に

なると予想された場合。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、低温による農作物等への著しい被害や、冬季の水道管

凍結や破裂による著しい被害が発生するおそれがあるときに発表され

る。 

その基準は次のとおり。 

①夏期：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 

②冬期：最低気温-6°C以下（熊谷地方気象台の値） 

記録的短時間大雨情報 
1 時間雨量が 100mm、かつ、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）

の「危険」（紫）が出現している場合。 

備考 

１ 地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害に関わる諸条件が変化し、通常の基準を適用

することが適切でない状態となることがある。このような場合には、非常措置として基準のみに

とらわれない警報等の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長期間継続する

と考えられる場合には、特定の警報等について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定

基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

２ 発表基準欄に記載した数値は、埼玉県における過去の発生状況と気象条件との関係を調査し

て決めたものであり、災害発生を予想する際の具体的な目安である。 

３ 土壌雨量指数は、降雨による土砂災害リスクの高まりを示す指標で、土壌中に貯まっている雨

水の量を示す指数。 

４ 流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨による、下流の対象地点の洪水害リスクの高まりを

示す指標で、降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿 
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って流れ下る量を示す指数。 

５ 表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨が地表

面にたまっている量を示す指数。 

６ 注意報及び警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報又は警報が行われたときに切り

替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。 

 

＜キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要＞ 

種類 概要 

土砂キキクル 

（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四

方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分

布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、

大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危

険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要

があるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レ

ベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとさ

れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）の危

険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１

km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの

表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警

報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面

的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要

があるとされる警戒レベル５に相当。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びそ

の他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流

路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの

流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警

報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認す

ることができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要

があるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レ

ベル４に相当。 
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・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとさ

れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大

河川においては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」

の危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じ

て危険度を色分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の

実況と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用い

て常時 10分ごとに更新している。 

 

イ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報、水防警報、水位周知 

(ｱ) 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報 

あらかじめ指定した河川の洪水予報は、雨量及び水位等の成果及び予測から区間を定

め水位等を示し、洪水によって大きな損害が生ずるおそれのある場合にその旨を警告し

て行う予想の発表であり、水防管理団体の水防活動に指針を与えて水防活動が迅速かつ

適期に行われるようにするとともに、一般にも周知させて洪水に対する種々の準備をさ

せるためのものである。 

本市に関係する、水防法第 10 条第 2 項及び気象業務法第 14 条の 2 第 2 項により国

土交通大臣及び気象庁長官が共同して行う洪水予報河川は、荒川である。また、本市に

関係する、水防法第 11 条及び気象業務法第 14 条の 2 第 3 項により県知事及び気象庁

長官が共同して行う洪水予報河川は、新河岸川である。また、洪水予報の種類は次のと

おりである。 

 

種類 発表基準 

氾濫注意情報

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水位上昇が

見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状況が継

続しているとき、避難判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないと

き 

氾濫警戒情報

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断

水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中

に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除

く）、避難判断水位を超える状況が継続しているとき（水位の上昇の可

能性がなくなった場合を除く） 

氾濫危険情報

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき、

氾濫危険水位以上の状況が継続しているとき、急激な水位上昇によりま

もなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるとき（国発

表の洪水警報） 
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氾濫発生情報

（洪水警報） 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているとき 

出典：令和 6年度埼玉県水防計画 

※氾濫注意情報解除（洪水注意報解除）は、氾濫注意水位（警戒水位）を下回った場合

に発表する。 

 

(ｲ) 水防法に基づく水位周知 

水位周知は、洪水予報河川以外の河川で、水防法第 13 条により国土交通大臣又は知

事が指定した水位情報周知河川について、避難判断水位に達した情報の通知を、国土交

通大臣又は知事が行うとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知さ

せるためのものである。 

本市に関係する水位情報周知河川は該当がない。 

(ｳ) 水防法に基づく水防警報 

水防警報は、水防法第 16条により、洪水等によって災害が起こるおそれがあるとき、

水防を行う必要がある旨を警告して行う発表で、国土交通大臣あるいは埼玉県知事が指

定した河川について実施することになっている。埼玉県知事は、水防警報を発令したと

き、又は国土交通大臣から警報事項の通知を受けたときは、ただちにその警報事項又は

その受けた通知にかかる事項を水防管理者や関係機関に通知しなければならない。 

本市に関係する、水防法第 16 条により国土交通大臣が行う水防警報河川は、荒川で

ある。また、本市に関係する、水防法第 16条第 3項により県知事が行う水防警報河川

は、新河岸川である。 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。 

 

種類 内容 発表基準 

待機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合

に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できる

ように待機する必要がある旨を警告し、また

は、水防機関の出動期間が長引くような場合

に、出動人員を減らしても差し支えないが、水

防活動をやめることはできない旨を警告する

もの。 

気象予・警報等及び河川状況等によ

り、必要と認めるとき。 

準備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水

門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努め

るとともに、水防機関に出動の準備をさせる必

要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量とその他の河川状

況により必要と認めるとき。 

出動 
水防機関が出動する必要がある旨を警告する

もの。 

氾濫注意情報等により、または、水

位、流量その他の河川状況により、

氾濫注意水位（警戒水位）を超える

おそれがあるとき。 

指示 

出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要

である旨を警告するとともに、水防活動上必要

な越水、漏水、法崩れ、亀裂等河川の状況を示

しその対応策を指示するもの。 

氾濫危険情報等により、または既に

氾濫注意水位（警戒水位）を超え、

災害のおこるおそれがあるとき。 
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解除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨

及び当該基準水位観測所名による一連の水防

警報を解除する旨を通告するもの。 

氾濫注意水位（警戒水位）以下に下

降したとき、または水防作業を必要

とする河川状況が解消したと認め

るとき。 

情報 
雨量、水位の状況、水位予測、河川・地域の状

況等水防活動上必要なもの。 
状況により必要と認めるとき。 

※地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 

 

ウ 消防法に基づく火災気象通報 

 消防法第２２条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに熊谷 

地方気象台が埼玉県知事に対して通報し、県を通じて市町村や消防局に伝達される。 

通報基準は、熊谷地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」と同一の基準に該 

当または該当するおそれがある場合に、通報を実施する。  

ただし、実施基準に該当する地域・時間帯で降水（降雪含む）が予想される場合には、通 

報を実施しないときがある。 

 

強風注意報基準：平均風速が 11m/s以上と予想される場合 

乾燥注意報基準：最小湿度が 25％以下、実効湿度が 55％以下と予想される場合 

エ 熊谷地方気象台と埼玉県・市町村とのホットラインの運用 

熊谷地方気象台は、下記の場合において気象実況及び今後の気象予報を伝えるため、県

防災担当者又は市防災担当課責任者等へ電話連絡する。 

(ｱ) 既に警報等で十分警戒を呼びかけている状況下において、更に災害の危険性が切迫

している場合 

(ｲ) 特別警報の発表予告・発表・切替・解除をした場合 

ａ 台風等の接近に伴う実況や予想により、特別警報の発表が予想され、特別警報発表

の可能性に言及した気象情報を発表した場合 

ｂ 実況及び予想から大雨、大雪、暴風、暴風雪の特別警報を発表した場合、又は、特

別警報の切替をした場合 

ｃ 特別警報を解除した場合 

※ただし、予測技術の限界等から早期に警戒を呼びかけることができない場合がある。 

 

なお、緊急性が高い場合などには、災害対策本部長（市長）又は幹部職員に直接連絡を

行う。 

また、避難指示等の判断や災害対策の検討等を行う際、熊谷地方気象台に対して気象情

報や今後の気象予報について助言を求めることができる。 

(2) 気象注意報・警報等の伝達 

ア 気象業務法に基づく注意報・警報・特別警報及び、気象業務法、災害対策基本法に基づ

く土砂災害警戒情報の伝達系統 

気象業務法に基づき、熊谷地方気象台は、気象注意報・警報・特別警報等を発表、切替

え、解除した場合は、県災害対策課及びＮＴＴ東日本等の防災関係機関に通知する。 
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市は、県災害対策課より伝達を受ける。また、県からの伝達を受けたときは、関係機関

及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。（災害対策基本法第 56

条） 

特に、気象等の特別警報について通知を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに防災

行政無線及び広報車により住民へ周知するなどの対応をとるものとする。 

     市及び市民への伝達系統は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 洪水予報及び警報の伝達系統 

荒川に関して、洪水により損害を生じる 

恐れがある場合の予報及び警報は、気象庁及び関東地方整備局又は河川事務所（市に関

係する事務所は荒川上流河川事務所）が発表する。 

新河岸川に関して、洪水により損害を生じる恐れがある場合の予報及び警報は、埼玉県

及び熊谷地方気象台が発表する。 

発表された予報及び警報の市への伝達系統は次のとおりである。 

  

凡例 

気象業務法による伝達又は周知経路（義務） 

    気象業務法による伝達又は周知経路（努力義務） 

    うち、特別警報が発表された際に、通知 

    若しくは周知の措置が義務付けられている伝達経路 

    地域防災計画、行政協定等による伝達経路 

    気象業務法施行令第８条第１号、第３号及び 

    第９条の規定に基づく法定伝達先 

一般財団法人 

気象業務支援センター 

NTT 東日本 

消防庁 

県災害対策本部 

又は 

県災害対策課 

各警察署 警察本部 

（放送） 

 官公署  

放送事業者 

 第３２普通科連隊 

国土交通省機関（各河川事務所等） 

交番・駐在所 

NHK さいたま放送局 熊
谷
地
方
気
象
台
及
び
気
象
庁 

市 
 

民 

和 

光 

市 

 指定地方行政機関 

 指定地方公共機関 
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(ｱ) 荒川に関する気象庁からの伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 荒川に関する国土交通省からの伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 新河岸川に関する埼玉県からの伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気 象 庁 熊谷地方気象台 ＮＴＴ東日本 

（警報のみ） 

関係市町村 

（和光市） 

埼玉県災害対策課 

ＮＨＫさいたま放送局 

関東地方整備局 
荒川上流 

河川事務所 

埼 玉 県 

河川砂防課 

荒川下流 

河川事務所 

朝霞県土 

整備事務所 

埼玉県災害対策課 

埼玉県警察本部 

災害対策課 
朝霞警察署 

交  番 

（駐在所） 

陸上自衛隊 

第 32 普通科連隊 

陸上自衛隊 

第 1 師団司令部 

東京発電株式会社 

埼玉営業所 

関係水防管理団体 

水防管理団体 

（和 光 市） 

市町村避難指示担当課（和光市危機管理室） 

基本系 

補助系 

補助伝達 

埼 玉 県 

河川砂防課 

朝霞県土 

整備事務所 

水防管理団体 

（和 光 市） 

国土交通省 

関東地方整備局 

荒川下流 

河川事務所 

埼玉県災害対策課 

東京都建設局 

河川部防災課 

埼玉県警察本部 

災害対策課 
朝霞警察署 交  番 

（駐在所） 

陸上自衛隊 

第 32 普通科連隊 

陸上自衛隊 

第 1 師団司令部 
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ウ 水防警報の伝達系統 

埼玉県知事が水防警報を発令したとき、又は国土交通大臣が行った水防警報の警報事項

の通知を埼玉県知事が受けたとき、市はただちにその警報事項又はその受けた通知にかか

る事項の伝達を受ける。 

水防警報の市への伝達系統は次のとおりである。 

(ｱ) 国土交通大臣の行う水防警報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 埼玉県知事の行う水防警報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 災害情報の収集・伝達 

ア 情報の収集体制 

市は、朝霞警察署等の防災関係機関及び市民等から被害情報の収集に当たる。 

なお、必要に応じ、情報収集班を市域に派遣する。収集項目及び派遣要領等については、

和光市職員初動体制マニュアル（風水害対策編）及び和光市情報収集活動マニュアルによ

る。 

情報の収集系統は、次のとおりとする。 

 

 

埼玉県知事 

（埼玉県河川砂防課） 

埼玉県警察本部災害対策課 朝霞警察署 

埼玉県災害対策課 熊谷地方気象台 

朝霞県土整備事務所 

荒川下流河川事務所 

水防管理団体（和光市） 

陸上自衛隊第 32 普通科連隊 陸上自衛隊第 1 師団司令部 

東日本電信電話株式会社埼玉事業部 

埼 玉 県 

河川砂防課 

朝霞県土 

整備事務所 

水防管理団体 

（和 光 市） 

関東地方整備局 

荒川上流 

河川事務所 

埼玉県 

災害対策課 

東日本電信電話株式会社 

埼玉事業部 

埼玉県警察本部 

災害対策課 
朝霞警察署 

陸上自衛隊 

第 32 普通科連隊 

陸上自衛隊 

第 1 師団司令部 

熊谷地方気象台 

西浦和出張所 

基本系 
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イ 情報総括責任者 

災害対策本部本部室長を情報総括責任者とし、災害情報の統括及び統制を実施するもの

とする。 

ウ 情報収集に当たっての留意事項 

(ｱ) 市は、管轄警察署である朝霞警察署と緊密に連携し、災害情報の収集を行う。 

(ｲ) 被害の程度の調査に当たっては、庁内の連絡を密にし、調査漏れ及び重複のないよう

留意する。 

(ｳ) 水害による浸水状況については、時刻、現場の状況等の関係から具体的な調査が困難

な場合が多いので、当該地域に詳しい関係者の認定により概況を把握するものとし、罹

災人員についても平均世帯人員により計算して速報するものとする。 

(ｴ) 被害世帯人員等については、現地調査のみでなく住民登録とも照合し、その正確性を

期す。 

(ｵ) 家屋の全壊・半壊・流出及び死者・重傷者等が発生した場合は、その住所、氏名、年

齢等を速やかに調査するものとする。 

(ｶ) 市内の土砂災害警戒区域等（市域 24箇所）に対しては、土砂崩壊の前兆現象情報の

収集を、内水災害については過去の事例より危険性の高い箇所に対する重点的な情報収

集を行うなど、災害を未然に防ぐ、又は拡大させない情報の収集に努める。 

エ 埼玉県への被害状況等の報告 

(ｱ) 報告すべき災害 

市は、次の災害について管轄地域内の被害状況等を県に報告する。 

ａ 市域において、大雨等により人的（死者及び負傷者）、物的（家屋の全壊、半壊、

一部破壊及び浸水）被害及びがけ崩れのいずれかが発生するに及んだ災害以上のも

の。 

ｂ 災害救助法の適用基準に合致するもの 

ｃ 災害対策本部を設置したもの 

ｄ 災害が 2都県以上にまたがるもので、本市における被害が軽微であっても、全国的

和光市消防団 

防災関係機関 

情報収集班 

民生委員及び 

災害調査協力員 

市  民 

本部長 

応急措置 

県災害 

対策本部 

防災関係 

機関 

本
部
室
本
部
班 

本
部
員 

関
係
各
部
班 

広
報
班 

和光市災害対策本部 

連絡 連絡 

報
告 

指
示 

取りまとめ 
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にみた場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

ｅ 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの 

ｆ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後ａ～ｅ項の要件に該当する災害に進

展するおそれがあるもの 

ｇ その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要があると

認められるもの 

(ｲ) 報告の種類及び時期等 

市は、管轄地域内の被害状況等について、次により県に報告するものとする。 

なお、県に報告ができない場合は、直接消防庁を通じて内閣総理大臣に報告する。 

ａ 被害速報 

被害速報は、原則として県災害オペレーション支援システムにより必要事項を入力

して報告し、同システムが使用できない場合は、次のとおりである。 

発生速報（※1）と経過速報（※2）に区分する。この場合、報告すべき被害の程度

については、住家被害、非住家被害及び人的被害並びに市町村関係公共土木被害を優

先して報告するものとする。 

≪【資料 47】 発生速報≫ 

≪【資料 48】 経過速報≫ 

※1：発生速報 

被害の発生直後に電話又は防災行政無線で報告する。 

※2：経過速報 

被害状況の進展に伴い、収集した被害について逐次電話又は防災行政無線で

報告するものとし、特に指示する場合のほか、2時間ごとに行うものとする。 

ｂ 確定報告 

災害の応急対策が終了した場合は、7日以内に「被害状況報告」により、文書で報

告する。 

≪【資料 49】 被害状況報告≫ 

ｃ 被害報告判定基準 

報告する被害とその被害判定基準は資料による。 

≪【資料 50】 被害報告判定基準≫ 

(ｳ) 報告先 

ａ 被害速報 

原則として、災害オペレーション支援システムにより入力し報告する。 

災害オペレーション支援システムにより報告できない場合は、報告様式により下記

の連絡先に報告する。 
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勤務時間内 

災害対策課に報告する。 

・電話番号：048-830-8181 

・FAX番号：048-830-8159 

・防災無線電話：83-6-8181 

・防災無線 FAX：83-6-8159 

勤務時間外 

危機管理防災部当直に報告する。 

・電話番号：048-830-8111 

・FAX番号：048-822-8119 

・防災無線電話：83-6-8111 

・防災無線 FAX：83-6-8119 

 

ｂ 確定報告 

報告様式により文書で報告する。 

県災害対策課（電話 048-830-8151） 

ｃ 消防庁への報告先 

消防庁への報告先は次のとおりである。 

ただし、消防庁へ直接報告するのは、県に報告ができない場合に限る。 

         区分 

回線 

平日（9:30～18:15） 

（消防庁応急対策室） 

左記以外 

（消防庁宿直室） 

NTT回線 
電話 

FAX 

03-5253-7527 

03-5253-7537 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

消防防災行政無線 
電話 

FAX 

TN-90-49013 

TN-90-49033 

TN-90-49102 

TN-90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電話 

FAX 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 

TN-048-500-90-49102 

TN-048-500-90-49036 

 

(4) 異常な現象発見時の通報 

災害の発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長又は警察

官に通報しなければならない。（災害対策基本法第 54条）その際、何人も、通報が最も迅速

に到達するように協力しなければならない。（災害対策基本法第 54条第 2項） 

通報を受けた警察官はその旨を速やかに市長に通報しなければならない。（災害対策基本

法第 54条第 3項） 

通報を受けた市長は、気象庁（熊谷地方気象台）その他の関係機関に通報しなければなら

ない。気象庁に伝達する事項は以下のとおりである。 

ア 気象に関する事項 

著しく異常な気象現象、例えば竜巻等突風現象 

イ 地震・火山に関する事項 
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(ｱ) 噴火現象及び噴火以外の火山性異常現象 

(ｲ) 数日間にわたり頻繁に感ずるような地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 通信施設の復旧 

風水害により、電気通信施設に被害の発生するおそれがある場合、又は発生した場合は、

東日本電信電話株式会社に対し通信施設の迅速な復旧を要請する。 

≪【資料 88】 風水害時の通信施設の復旧≫ 

３ 広報・広聴活動 

(1) 広報活動 

【総務部広報班】 

ア 市民への広報 

(ｱ) 広報内容 

広報内容は、次に示すとおりである。 

ａ 気象に関する情報 

ｂ 河川の水位に関する情報 

ｃ 土砂災害の前兆現象に関する情報 

ｄ 市民に対する避難指示に関する情報 

ｅ 被害（ライフラインを含む。）状況に関する情報 

ｆ 災害救助活動状況に関する情報 

(ｲ) 伝達手段 

ａ 防災行政無線 

ｂ 広報車 

ｃ 広報「わこう」 

ｄ ホームページ 

ｅ 市職員、消防職員、消防団員、自主防災組織等による口頭伝達（使送） 

ｆ テレビ・ラジオ等の報道機関 

ｇ 緊急速報メール 

ｈ 和光市防災・防犯情報メール 

一 

般 

住 

民 

警察署 

（警察官） 

市長 

（消防局） 

県警察本部 

県（災害対策課） 

熊谷地方気象台 

048-521-0058 

電話・口頭 

電話 

口頭 

警電・無線 

防災行政無線 

口頭 

電話 

防災行政無線 

防災行政無線 
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イ 要配慮者への広報 

要配慮者に配慮した次のような対策を検討し広報を行うものとする。 

(ｱ) 外国人に対する多言語による広報を実施する。 

(ｲ) 聴覚障害者に対するファクシミリや文字放送、手話放送テロップ等による広報する。 

(ｳ) 視覚障害者に対しては、テレビ、ラジオで繰り返し情報を提供するとともに、ボラン

ティア等に協力を要請し、点字による広報に努める。 

ウ 要配慮者関連施設への伝達 

新河岸川及び荒川の浸水想定区域内にある要配慮者関連施設【水害-5】に対して、防災

行政無線及び電話等により、施設管理者に避難準備・高齢者等避難開始等を伝達する。 

エ 有線通信途絶時の広報 

災害時に有線が途絶した場合は、県防災行政無線、和光市防災行政無線、警察無線及び

埼玉県南西部消防局消防無線を使用し広報する。また、アマチュア無線開局者の協力によ

る広報や、職員の派遣による伝達を検討する。 

オ 報道機関への発表 

(ｱ) 実施機関 

報道機関への災害広報の伝達は、災害対策本部の本部長、副本部長又は本部室長が行

う。 

(ｲ) 広報内容 

報道機関に対しては、次の内容を発表する。 

ａ 災害の種別及び発生の日時等 

ｂ 被害状況 

ｃ 応急対策活動の状況 

ｄ 市民の避難状況 

ｅ その他、必要な事項 

カ 災害広報資料の収集 

災害広報活動を行うために必要な資料として、被害報告によるもののほか、次に掲げる

ものを関係機関等の協力を得て収集する。 

(ｱ) 広報班の撮影記録係を派遣して撮影した写真及びビデオ 

(ｲ) 県、他の市町村、報道機関及び市民等が取材した写真及びビデオ 

(ｳ) 報道機関等による災害現地の航空写真 

(ｴ) 水防及び救助等応急対策活動を取材した写真 

(2) 広聴活動 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第８節 広報・広聴活動 第２ 広聴活動 震災-68】を準用す

る。 

４ 避難対策 

【本部室本部班】 

 

   ⑴ 避難情報 

      ア 発令基準 
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        水害（洪水）に対する避難情報の発令は、近隣及び当該箇所における災害の発生 

状況（前兆現象を含む。）や、基準水位観測所での当該河川の水位及び熊谷地方気象

台の気象警報や防災気象情報の発表を前提条件として、河川の状況やその後の雨量

予測等や、関係期間へ助言を求めて総合的に判断する。 

        避難情報発令の判断基準を、以下のように定める。 

       (ｱ) 洪水予報指定河川：荒川、新河岸川 

避難情報 発令時の状況 市民に求める行動 

警戒レベル３ 

高齢者等避難 

次のいずれかの状況になった場合 

①指定河川洪水予報により、水位観測所

の水位が、避難判断水位（レベル３水

位）に到達し、かつ、水位予測において

引き続き水位が上昇する予測が発表され

ている場合 

②指定河川洪水予報により、水位観測所

の水位が、氾濫危険水位（レベル４水

位）に到達する予測が発表されている場

合（急激な水位上昇による氾濫のおそれ

のある場合） 

③国管理河川の洪水の危険度分布（水害

リスクライン）で「避難判断水位の超過

に相当（赤）」になった場合 

④堤防に軽微な漏水・浸食等が発見され

た場合 

⑤警戒レベル３高齢者等避難の発令が必

要となるような強い降雨を伴う台風等

が、夜間から明け方に接近・通過するこ

とが予想される場合（夕刻時点で発令） 

高齢者等避難 

・避難に時間のかかる要配慮者とそ

の支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を

整えるとともに、以後の防災気象情

報、水位情報等に注意を払い、自発

的に避難を開始することが望まし

い。 

・特に、突発性が高く予測が困難な

土砂災害の危険性がある区域や急激

な水位上昇のおそれがある河川沿い

では、避難準備が整い次第、当該災

害に対応した指定緊急避難場所へ立

退き避難することが強く望まれる。 

警戒レベル４ 

避難指示 

次のいずれかの状況になった場合 

①指定河川洪水予報により、水位観測所

の水位が、氾濫危険水位（レベル４水

位）に到達したと発表された場合 

②水位観測所の水位が、氾濫危険水位

（レベル４水位）に到達していないもの

の、指定河川洪水予報により、水位観測

所の水位が堤防天端高（又は背後地盤

高）を越えることが予想される場合 

全員避難 

・指定緊急避難場所等への立退き避

難を基本とする避難行動をとる。 

・予想される災害に対応した指定緊

急避難場所へ速やかに立退き避難す

る。 

・指定緊急避難場所への立退き避難

はかえって命に危険を及ぼしかねな

いと自ら判断する場合には、「近隣の

安全な場所」への避難や、少しでも
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③国管理河川の洪水の危険度分布（水害

リスクライン）で「避難危険水位の超過

に相当（紫）」になった場合 

④堤防に異常な漏水・浸食等が発見され

た場合 

⑤二瀬ダム等の管理者から、異常洪水時

防災操作開始予定の通知があった場合 

⑥警戒レベル４避難指示の発令が必要と

なるような強い降雨を伴う台風等が、夜

間から明け方に接近・通過することが予

想される場合（夕刻時点で発令） 

命が助かる可能性の高い避難行動と

して、「屋内安全確保」を行う。 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

次のいずれかの状況になった場合 

①水位観測所の水位が、氾濫開始相当水

位（仮）に到達した場合 

②国管理河川の洪水の危険度分布（水害

リスクライン）で「氾濫している可能性

（黒）」になった場合 

③堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀

裂・すべり等により決壊のおそれが高ま

った場合 

④堤防の決壊や越水・溢水が発生した場

合（指定河川洪水予報の氾濫発生情報

（警戒レベル５相当情報［洪水］）、消防

団からの報告等により把握できた場合） 

命を守るための最善の行動をとる。 

避難指示の解除 避難指示の解除 次のいずれかの状況に

なった場合 

①水位が氾濫危険水位（レベル４水位）

及び背後地盤高を下回り、水位の低下傾

向が顕著かつ上流域での降雨がほとんど

ない場合を基本とする。 

②堤防決壊による浸水が発生した場合の

解除については、河川からの氾濫のおそ

れがなくなり、浸水が排水された段階を

基本とする。 

 

（用語の説明） 

 ■避難 ：災害から命を守るための行動 

 ■立退き避難 ：指定緊急避難場所や「近隣の安全な場所」へ移動する避難 

 ■近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 
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■屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動。自宅などの居

場や安全を確保できる場所に留まる「待避」や屋内の２階以上の安全を確保できる高さに移動

する「垂直避難」を指す。 

 

  参考 

   ① 基準水位観測所 

     荒川 治水橋水位観測所（さいたま市西区飯田新田） 右岸 41.89K 

     新河岸川 宮戸橋水位観測所（朝霞市宮戸 3） 

   ② 基準水位（単位；m） 

 荒川 新河岸川 

避難判断水位 12.20 7.12 

氾濫危険水位 12.70 7.48 

※参考 平常水位 4.07 2.21 

 

   ③ 用語の解説 

    ・洪水予報河川：水位や流量の予報が行われる河川荒川、新河岸川 

    ・氾濫危険水位：相当の家屋浸水等の被害を生じる恐れ（2～3 時間後に越水する恐 

     れ）のある水位。避難指示の発令判断の目安。住民の避難判断。 

    ・避難判断水位：河川の氾濫に関する住民への注意喚起（1 時間後に氾濫危険水位 

     に達する恐れのある水位）避難準備・高齢者等避難開始の発表判断の目安。 

 

      （ｲ) その他の河川：白子川、谷中川、越戸川 

避難情報 発令時の状況 市民に求める行動 

警戒レベル３ 

高齢者等避難 

※時間的に余裕のない場合がほとんどであ

り、基本的に高齢者等避難は発令しない。 

 

警戒レベル４ 

避難指示 

次のいずれかの状況になった場合 

①洪水警報が発表され、降雨状況及び降雨

予報等により、急激な水位上昇による越水

等のおそれが高まった場合 

②消防団等から避難の必要性に関する通報

があった場合 

③浸水の発生に関する情報が住民等から通

報された場合 

全員避難 

・ 指定緊急避難場所等への立退き避難を基本

とする避難行動をとる。 

・予想される災害に対応した指定緊急避難場

所へ速やかに立退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえっ

て命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する

場合には、「近隣の安全な場所」への避難や、

少しでも命が助かる可能性の高い避難行動と

して、「屋内安全確保」を行う。 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合 命を守るための最善の行動をとる。 
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避難避難指示の

解除 

当該河川の水位が十分に下がり、上流域で

の降雨がほとんどない場合を基本とする。 

 

    イ 市長による避難情報の発令 

 市長は、発令に当たっては、気象情報や河川の水位情報等の把握に努め、立退き避難

に必要な時間や日没時間等を考慮して、空振りを恐れず、適切なタイミングで行うもの

とする。 

    ウ 伝達手段 

     (ｱ) 防災行政無線を利用して、住民全般に伝達する。 

     (ｲ) 市広報車、消防団車両、消防車両から、対象地域の住民全般に伝達する。 

     (ｳ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設等へ電話またはＦＡＸで伝達する。 

     (ｴ) 消防署員、警察官、消防団員、市職員等で戸別伝達する。 

     (ｵ) 市ホームページ、防災情報メール、ツイッター、エリアメール等を利用し、対象地

域の住民も含めた不特定多数へ伝達する。 

       ≪【資料 89】 水害対応チェックリスト≫ 

       ≪【資料 90】 水害（洪水）時の伝達文例≫ 

    エ 避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始の伝達 

      住民に対し、避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始を伝達する際には、

次の内容を明らかにし、避難の必要性が伝わるよう配慮する。 

     (ｱ) 災害の発生状況に関する状況 

       a 河川が氾濫する等の災害が発生したこと（発生場所や時刻などの具体的な状況が

把握できている場合には、それらを明示する。） 

     ｂ 災害の拡大についての今後の見通し 

     (ｲ) 災害への対応を指示する情報 

      ａ 危険地区住民への避難指示（緊急） 

      ｂ 避難誘導や救助・救援への住民の協力要請 

      ｃ 周辺河川や斜面状況への注意・監視 

      ｄ 誤った情報に惑わされないこと 

      ｅ 冷静に行動すること 

      また、市内の各地域、駅・集会所等不特定多数の者が集まる場所等にいる住民に対

して迅速かつ確実な伝達が行われるように努める。 

   ⑵ 避難行動 

    【Ⅲ震災対策編第１章第 12 節避難対策≪応急対策≫ 第３ 避難行動震災-95】を準用す

るほか、次のとおりとする。 

    ア 避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始の伝達 

     住民に対し、避難の勧告・指示又は避難準備・高齢者等避難開始を伝達する際には、

次の内容を明らかにし、避難の必要性が伝わるよう配慮する。 

     (ｱ) 災害の発生状況に関する状況 
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      a 河川が氾濫する等の災害が発生したこと（発生場所や時刻などの具体的な状況

が把握できている場合には、それらを明示する。） 

       ｂ 災害の拡大についての今後の見通し 

      (ｲ) 災害への対応を指示する情報 

       ａ 危険地区住民への避難指示（緊急） 

       ｂ 避難誘導や救助・救援への住民の協力要請 

       ｃ 周辺河川や斜面状況への注意・監視 

       ｄ 誤った情報に惑わされないこと 

       ｅ 冷静に行動すること 

        また、市内の各地域、駅・集会所等不特定多数の者が集まる場所等にいる住民に対

して迅速かつ確実な伝達が行われるように努める。 

     イ 避難誘導 

     避難にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児などの自力避難が困難な者、また地理

に不案内な者、日本語を解さない者等の避難行動要支援者の確実な避難のため、避難

誘導員を配置するものとする。その際、自主防災組織と連携し、地域単位での安全で

迅速な避難を図る。 

       また、安全に避難誘導をするため、避難誘導員は地域の災害危険性に関して熟知し

ておくものとする。 

    ⑶ 立退きの指示 

     ア 実施責任者 

       避難のための立退きの指示、立退き先の指示、及び必要に応じて屋内での対比等の

指示は、次の者が行うものとする。 

 

実施者 根拠法令 災害の種類 

市長 災害対策基本法第 60 条 災害全般 

知事、その命を受けた県の職員 
水防法第 29 条 

地すべり等防止法第 25条 
洪水及び地すべり 

水防管理者 水防法第 29 条 洪水 

警察官 
災害対策基本法第 61 条及び 

警察官職務執行法第 4条 
災害全般 

災害派遣を命じられた部隊等の

自衛官（その場に警察官がいな

い倍に限る） 

自衛隊法第 94条 災害全般 

     ただし、災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった

ときは、県知事が、避難のための立退きの指示に関する措置の全部又は一部を市長に 代

わって実施しなければならない。 
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 (ｱ) 市長及び水防管理者 

火災、がけ崩れ、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそれがあり、住民の生命、

身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速やかに立退きの指示、

立退き先の指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行うものとする 

(ｲ) 知事又はその命を受けた職員 

知事は、災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは、危険地域の住民に対し、速やかに立退きの指示を行うものとする。 

知事又はその委任を受けた職員は、地すべりにより著しく危険が切迫していると認

められるときは、危険な地域の住民に対して立退きを指示するものとする。 

(ｳ) 警察官 

警察官は、災害の発生により、住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれがある場合

において、市長もしくはその権限を代行する者が指示できないと認めるとき、又は市長

から要求があったとき、もしくは住民の生命、身体に危険が切迫していると自ら認める

ときは、直ちに当該地域住民に対し立退きを指示するものとする。 

(ｴ) 自衛官 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、

警察官がその場にいないときは、危険な場所にいる住民に避難の指示をするものとす

る。 

イ 立退き指示 

立退きの指示は、次の内容を明示して行う。 

(ｱ) 要避難対象地域 

(ｲ) 立退き先 

(ｳ) 避難先及び避難経路 

(ｴ) 避難理由 

(ｵ) 避難時の留意事項 

なお、親族又は友人宅や、指定緊急避難場所などへの立退き避難を原則とするものの、

避難時の周囲の状況等により、立退き先への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等

やむを得ないと住民等が自身で判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋

内安全確保」を行うべきことについて、市は住民等への周知徹底に努める。 

ウ 県及び防災関係機関への連絡 

(ｱ) 市長（災害対策本部長）が避難指示を実施した場合 

市長は、避難指示を実施した場合、速やかに知事（災害対策課）、朝霞警察署長及び

関係団体に報告する。解除する場合も同様とする。 

(ｲ) 市長以外の者が避難指示を実施した場合 

市長以外の者が避難指示を実施した場合は、直ちに市長に通知する。市長は、前項に

準じて知事（災害対策課）に報告する。 
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(4) 警戒区域の設定 

市長は、災害対策基本法第 63条第 1 項の規定に基づき、災害が発生し、又は発生しよう

としている場合、人の生命や身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定し、応急対策活動に従事する者以外の者に対して当該区域への立入を

制限もしくは禁止し、又はその区域からの退去を命ずる。 

また、警戒区域の設定を行った場合、市長は関係機関及び住民にその内容を周知する。 

 

状況 措置 指示者 対象者 

災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、生命又は

身体に対する危険を防止するため特

に必要な場合（災害対策基本法第 73

条） 

・立入制限 

・立入禁止 

・退去命令 

・市長 

・警察官 ※1 

・自衛官 ※3 

・知事 ※4 

災害応急対策

に従事する者

以外の者 

水防上緊急の必要がある場所（水防

法第 21条） 

・立入禁止 

・立入制限 

・退去命令 

・水防団長、水防団

員、又は消防機関

に属する者 

・警察官 ※2 

水防関係者以

外の者 

火災の現場及び水災を除く災害（消

防法第 36 条において準用する同法第

28 条） 

・退去命令 

・出入の禁止 

・出入の制限 

・消防吏員又は消防

団員 

・警察官 ※2 

命令で定める

以外の者 

人の生命もしくは身体に危険を及

ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす

おそれのある天災等危険な事態があ

る場合（警察官職務執行法第 4条） 

・引き留め 

・避難 

・必要な措置命

令 

・警察官 その場に居合

わせた者、その

事物の管理者

その他関係者 

※1 市長もしくはその委任を受けて警戒区域の設定の職権を行う市の吏員が現場にいないとき、

又はこれらの者から要求があったときは、警戒区域の設定の職権を行うことができる。 

※2 消防吏員又は消防団員がいないとき、又はこれらの者の要求があったときは、警戒区域の

設定の職権を行うことができる。 

※3 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長及び警察官がその場にいない場合に限り、

警戒区域の設定の職権を行うことができる。 

※4 知事は災害によって市が全部または大部分の事務を行うことができなくなったときには、

市長に代わって実施しなければならない。 

 

(5) 避難所の開設・運営 

【救助部本部班・各避難所管理班】 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 12 節 避難対策 ≪応急対策≫ 第４ 避難所の開設・運営 

震災-96】を準用するほか、次のとおりとする。 

ア 避難所における活動 

和光市職員初動体制マニュアル（風水害対策編）及び和光市避難所の開設・運営マニュ

アルによる。 
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イ 風水害時の避難所 

【本節 第１ 水害対策 ≪予防・事前対策≫ ５ 避難体制の整備 水害-5】による。 

５ 水防活動 

【水防本部】 

(1) 気象情報・河川情報の収集 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ２ 情報収集・伝達 水害-8】に基づき、気象情

報・河川情報の収集及び伝達を行う。 

(2) 河川の監視・警戒 

ア 常時監視 

市は、水防法第 9条に基づき、危機管理室及び道路安全課の職員をもって、随時区域内

の河川を巡回し、水防上危険であると認められる箇所がある場合は、直ちに当該河川管理

者に連絡して必要な措置を求める。 

イ 非常時監視・警戒活動 

市は、河川情報提供機関の水防警報（出動）発令時又は市独自の判断により、河川の監

視・警戒を実施する。情報連絡班を危機管理室に置き、1 時間ごとに監視・警戒（点検）

を行うものとする。 

ウ 異常発見時の措置 

異常発見時、危機管理室情報連絡責任者は、直ちに当該河川管理者及び朝霞県土整備事

務所長に報告するとともに、必要な措置を講ずる。 

(3) 水防作業 

ア 水防作業の実施組織 

災害の規模・緊急性に応じた一般的な水防作業の実施組織概念図は、次のとおりである。 

災害の規模・緊急性 水防作業実施組織 

 

災害大規模・緊急性大 

 

自衛隊（埼玉県知事に要請） 

↑ 

埼玉県南西部消防局 

↑ 

和光消防団 

↑ 

建設業者等 

 

 

イ 水防作業の実施組織との協力及び指示等 

水防本部は、収集した気象情報・河川情報より水防作業実施の判断を行い、水防作業実

施組織に対して出動指示を出す。作業開始後は、水防作業の指導監督、及び増援の依頼を

行い、水防作業の必要がなくなったと判断した場合、実施組織に対して撤収の指示を出し、

水防作業を終了する。 
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ウ 救出・救助活動 

水防本部は、消防機関等と協力し、水害の発生に伴う救急救助活動を速やかに実施する。 

エ 出動・応援要請 

水防本部長もしくは災害対策本部長は、次の場合に消防機関に出動を指示する。 

(ｱ) 水防警報によって消防機関に出動が要請された場合 

(ｲ) 知事から出動の指示があった場合 

(ｳ) 本部長が必要と認めた場合 

なお、消防機関に支援を要請する場合は、【Ⅲ震災対策編 第１章 第９節 地震火災予

防と消防活動 ≪応急対策≫ 第３ 他の消防機関に対する応援要請 震災-75】を準用す

る。また、自衛隊へ災害派遣を要請する場合は、【Ⅲ震災対策編 第１章 第６節 支援要

請・受援体制 ≪応急対策≫ 第４ 自衛隊への災害派遣要請 震災-53】を準用する。 

オ 警戒区域の設定 

水防管理者又は埼玉県南西部消防局消防局長は、水防上必要がある箇所について、警戒

区域を設置し、その区域内へ無用の者の立入りを禁止もしくは制限し、又はその区域から

の退去を命ずることができる。（水防法第 14条） 

また、必要に応じて、警察官に出動要請をする。（水防法第 15条） 

カ 内水対策の実施 

建設部は、内水に対する情報を収集するとともに、災害の状況に応じた排水等の作業を

実施するものとする。 

(4) 決壊時の処置 

ア 通報 

水防管理者又は埼玉県南西部消防局消防局長（消防機関の長）は、堤防その他の施設が

決壊したとき、直ちにその旨を朝霞県土整備事務所長及び氾濫を予想される方向の隣接水

防管理者に通報しなければならない。 

この事態が国土交通省直轄管理区域のとき又はその区域に影響する箇所のある場合は、

水防管理者は荒川上流河川事務所長にも通報しなければならない。 

イ 警察官の出動要請 

堤防等が決壊又は、これに準ずべき事態が予想されるときは、水防管理者は警察署長に

対して警察官の出動を要請することができる。 

ウ 居住者等の水防義務 

水防管理者又は埼玉県南西部消防局消防局長（消防機関の長）は、水防のため、必要が

あるときはその区域内に居住する者、又は水防現場にいる者を水防作業に従事させること

ができる。 

(5) 避難のための立退き 

ア 立退き及び居住民への周知 

洪水等により著しい危険が切迫し、その必要があると認めた場合は、水防管理者は、立

退き予定地、経路及び可能な処置を設定し、あらかじめ居住民に周知徹底させておくもの

とする。 

イ 立退きの通知 
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立退きを指示する場合においては、水防管理者はただちに知事及び関係各警察署長に通

知する。 

(6) 水防解除 

水位が警戒水位（氾濫注意水位）以下に減じ、水防警報の必要がなくなり、水防警報が解

除されたときは、水防管理者は水防解除を命ずるとともに、市民への周知を行い、知事に対

してその旨を報告するものとする。 

 

第２ 土砂災害対策 

 

≪予防・事前対策≫ 

 

１ 和光市の土砂災害警戒区域等の指定状況 

「土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）」

第 7 条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定に基づき、埼玉県により、24 箇所が土砂災害警戒区域

（うち 19箇所は、土砂災害特別警戒区域を含む。）に指定されている。なお、土砂災害特別警

戒区域については、開発行為や建築行為に対する一定の規制が行われる。 

 

【土砂災害警戒区域】 

No 箇所番号 箇所名 住所 
土砂災害の発生原因と 

なる自然現象の種類 

特別 

警戒区域 

1 11101-Ⅰ-0011 観音寺峡 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

2 11101-Ⅰ-0012-1 越之峡-1 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

3 11101-Ⅰ-0012-2 越之峡-2 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊  

4 11101-Ⅰ-0013 牛房西峡 南 1丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

5 11101-Ⅰ-0014-1 寺の上-1 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

6 11101-Ⅰ-0014-2 寺の上-2 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

7 11101-Ⅰ-0015 向坂 新倉 1丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

8 11101-Ⅰ-0016 峰 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

9 11101-Ⅰ-0017 堀口 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

10 11101-Ⅰ-0018 宮前Ⅰ 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

11 11101-Ⅰ-0031 市場峡 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

12 11101-Ⅰ-0044-1 向山峡-1 白子 1丁目 急傾斜地の崩壊  

13 11101-Ⅰ-0044-2 向山峡-2 白子 1丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

14 11101-Ⅰ-0046-1 漆台-1 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊  

15 11101-Ⅰ-0046-2 漆台-2 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊  

16 11101-Ⅰ-0047-1 宮前Ⅱ-1 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

17 11101-Ⅰ-0047-2 宮前Ⅱ-2 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

18 11101-Ⅰ-0048 半三池 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

19 11101-Ⅰ-0055 牛房東峡 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

20 11101-Ⅱ-0048 午王山 新倉 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

21 11101-Ⅱ-0050 北城山 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

22 11101-Ⅱ-0052 南市場 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

23 11101-Ⅲ-0029 上之郷 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 

24 119001-Ｋ003 旧白子川 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○ 
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≪【資料 18】 和光市土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定対象箇所≫ 

≪【資料 19】 和光市土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定対象箇所分布図≫ 

≪【資料 91】 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定の基準≫ 

 

２ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

【危機管理室、地域共生推進課】 

市は、以下の項目等に留意し、指定された土砂災害警戒区域ごとの警戒避難体制の整備を図

るものとする。 

(1) 土砂災害警戒区域を含む自治会や住民に対し、ハザードマップを配布・公表し、住民等に

対する土砂災害への危機管理意識の啓発に努める。 

(2) 土砂災害警戒区域内の住民を対象に、土砂災害を想定した防災訓練を開催する。 

(3) 土砂災害警戒区域内における要配慮者関連施設の避難の支援は、防災関連機関、福祉関連

機関、自主防災組織等との連携の下、要配慮者に関する情報（名簿、連絡体制等）を通常時

から把握し、施設ごとに具体的な避難支援計画を整備する。 

(4) 土砂災害警戒区域の地形変状を定期的に巡視・点検し、土砂災害の前兆現象の早期発見に

努める。 

(5) 大雨に関する注意報、警報及び土砂災害警戒情報について、住民に周知するとともに、緊

急時に住民の避難を促す伝達手段を整備していく。 

 

３ 情報収集・伝達体制の整備 

【危機管理室】 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第７節 情報収集・伝達 ≪予防・事前対策≫ 震災-57】を準用

するほか、次のとおりとする。 

(1) 気象情報や避難情報の活用の周知 

気象情報や土砂災害警戒情報など災害から身を守るための情報や土砂災害に関する前兆

現象を住民に周知し、居住地域で起こり得る災害及びその態様に応じて危険から身を守る

行動を普及する。 

併せて、住民からの前兆現象収集体制を整え、土砂災害警戒活動に役立てる。 

(2) 気象情報等の収集・伝達体制の整備 

雨量情報、土砂災害警戒情報など土砂災害に関連する情報の収集体制を整え、同時に緊急

時に住民に伝達するための手段を整備する。 

 

４ 避難体制の整備 

【危機管理室】 

(1) 避難指示等の発令基準 

市は、土砂災害から、住民の円滑な避難を実現し、被害を軽減するため、土砂災害に対す

る高齢者等避難、避難指示等の発令基準を定める。【水害-34参照】 

(2) 土砂災害時の避難行動単位 
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土砂災害が発生するおそれがある場合の避難行動をとるべき避難単位は、土砂災害警戒区

域等周辺の自治会単位を基本とする。 

(3) 土砂災害時の指定緊急避難場所 

市では、急傾斜地の崩壊が予想される場合又は崩壊した場合の指定緊急避難場所として、

6箇所の施設を指定している。 

なお、災害の規模により避難生活が必要となる場合は、指定緊急避難場所の施設等を避難

所として使用する。 

≪【資料 92】 和光市土砂災害時の避難所≫ 

 

５ 要配慮者への支援 

【危機管理室、地域共生推進課】 

市は、土砂災害警戒区域等にある要配慮関連施設や在宅の要配慮者等に対して情報伝達及

び避難指示（緊急）が速やかに行えるよう、情報の伝達体制等の整備に努める。 

また、災害発生時に的確に避難支援が行えるよう、要配慮者に関する情報を通常時から把握

し、土砂災害警戒区域等にある要配慮者関連施設ごとに具体的な避難支援計画の整備に努め

る。 

 

６ 市民の防災意識の向上 

【危機管理室】 

市は、土砂災害のおそれがある区域（箇所）及び土砂災害（急傾斜）時の前兆現象について、

防災マップ及び和光市ホームページ等により市民に周知するとともに、土砂災害警戒区域を

含む自治会や住民に対して、防災教育等の実施、土砂災害を想定した防災訓練の開催を行うな

どして、土砂災害への危機管理意識の啓発・向上に努める。 

≪【資料 93】 土砂災害（急傾斜地）時の前兆現象≫ 

 

７ マニュアルの作成 

【危機管理室】 

土砂災害時の警戒及び避難要領等に関する和光市土砂災害時避難活動マニュアルを作成す

る。 

 

 

≪応急対策≫ 

 

１ 情報収集・伝達 

【本部室本部班・情報収集班、建設部土木建設班、各班】 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ２ 情報収集・伝達 水害-8】を準用するほか、次

のとおりとする。 

(1) 気象業務法、災害対策基本法に基づく土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発
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生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主

避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報で、

埼玉県と熊谷地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な

領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危

険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。 

本市は土砂災害警戒情報の発表対象地域に含まれる。 

ア 発表基準 

大雨警報発表中に、降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値をもとに作成した指標が発

表基準に達した場合 

イ 解除基準 

  降雨の実況値をもとに作成した指標が発表基準を下回り、かつ短時間で再び発表基準を超

過しないと予想される場合 

ウ 利用にあたっての留意点 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を降雨予測に基づいて判定し、発表

するもので、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定するものではない。 

また、土砂災害のうち、土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊を対象として、斜面の深

層崩壊、山林の崩壊、地すべり等については、発表対象とするものではないことに留意する。

(2) 土砂災害緊急情報 

国は、河道閉塞による湛水を原因とする土石流、河道閉塞による湛水、火山噴火に起因す

る土石流、また、埼玉県は、地すべりについて重大な土砂災害の急迫した危険が認められる

場合、土砂災害の想定区域及び時期について緊急調査を行い、市が適切に住民の避難指示の

判断を行えるよう、調査結果を提供する。 

(3) 情報の収集・伝達 

ア 本部室本部班は、局地的な降雨等の情報把握に努めるとともに、土砂災害の前兆現象及

び発生時における災害状況の早期把握に努める。この際、地域住民の安全に関する情報を

最優先に収集・伝達する。 

イ 本部室本部班は、土砂災害の発生が予想される場合は、地域住民、ライフライン関係者

及び交通機関関係者等に対し、早急に注意を喚起し、又は警戒及び避難等の指示及び伝達

を行う。特に、具体的に危険が予想される危険区域の住民等に対しては、消防団等による

戸別伝達に努める。 

ウ 本部室本部班は、土砂災害警戒区域を含む自治会長や要配慮者施設管理者等に対し、土

砂災害警戒情報等が発表された場合、市で把握している時間雨量と累加雨量等の情報を

FAX、電話等により伝達する。 

エ 本部室本部班は、適時適切なタイミングで情報提供を行い、提供した情報が市民等の警

戒避難体制や避難行動に反映されるよう促す。 

 

２ 広報・広聴活動 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ３ 広報・広聴活動 水害-21】を準用する。 
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３ 避難活動 

【本部室本部班】 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ４ 避難活動 水害-22】を準用するほか、次のと

おりとする。 

(1) 避難情報の発令 

 ア 発令基準 

 土砂災害警戒情報・土砂災害緊急情報の対象となった場合、市長は市内の急傾斜地崩

壊危険箇所の状況やその後の雨量予測等を含めて総合的に判断し、避難情報を発令する。

避難情報ごとの判断基準とその際の職員体制は次のとおりとする。 

 判断基準 職員体制及び対応 

【警戒レベル３】 

避難準備・高齢者

等避難開始 

・要配慮者等、特に避難行動に

時間を要する者が避難行動を開

始しなければならない段階であ

り、災害の発生する可能性が高

まった状況 

 

 

○体制：緊急体制（対策本部の設置を検討） 

○各班の対応 

・地域防災計画の災害対策事務分掌、及

び和光市職員初動体制マニュアル（風

水害編）による。 

○避難準備・高齢者等避難開始を発令 

○留意点 

・避難所開設の準備は、避難準備・高齢

者等避難開始発令前に行うこと。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

・通常の避難行動ができる者が

避難行動を開始しなければなら

ない段階であり、災害の発生す

る可能性が明らかに高まった状

況 

・避難指示（緊急）は、事態が

切迫している場合や、大河川で

水位予測に基づき段階的に発令

できる場合などの災害が発生す

る可能性が極めて高い状況 

○体制：非常体制（対策本部の設置） 

○各班の対応 

・地域防災計画の災害対策事務分掌、及

び和光市職員初動体制マニュアル（風

水害編）による。 

○避難指示（緊急）を発令 

○留意事項 

・避難所を開設し避難者の受け入れを

開始。 

・消防署員、警察官、消防団員、市職員

等で伝達を行う。 

【警戒レベル５】 

災害発生情報 

・災害が実際に発生している状

況 

○体制：非常体制（対策本部の設置） 

○各班の対応 

・地域防災計画の災害対策事務分掌に

よる。 

○避難指示（緊急）を発令 

○留意事項 

・消防署員、警察官、消防団員、市職員

等で伝達を行う。 
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※1 埼玉県が提供する防災情報システム。土砂災害危険度、雨量予測情報、警報注意報

履歴、降雨状況などが提供される。 

（URL http://keikai2.dosyabousai/pref/saitama.lg.jp） 

※2 Critical Line の略。土砂災害に対して注意すべき領域と警戒すべき領域の境界線

をいう。過去の主たる災害事例の分布から最も安全側に設定されている。この CL ライ

ンを超えれば必ず災害が起こるものではなく、逆に CL ラインを超えなければ安全とい

うわけでもない。災害が発生する確率が高くなる目安。 

イ 伝達手段 

(ｱ) 防災行政無線を利用して、住民全般に伝達する。 

(ｲ) 市広報車、消防団車両、消防車両から、対象地域の住民全般に伝達する。 

(ｳ) 消防署員、警察官、消防団員、市職員等で戸別伝達する。 

(ｴ) 市ホームページ、防災情報メール、ツイッター、エリアメール等を利用し、対象地域

の住民も含めた不特定多数へ伝達する。 

≪【資料 94】 土砂災害時の伝達文例≫ 

(2) 避難誘導 

本部室本部班は、具体的に危険が予想される危険箇所周辺の住民等に対して、迅速かつ沈

着な行動を取り、安全な場所へ避難するよう、誘導を行う。 

また、乳幼児、高齢者、身体障害者等の自力避難が困難な避難行動要支援者については、

関係施設の管理者のほか、自主防災組織、近隣居住者の協力を得て、迅速かつ適切な避難誘

導に努めるものとする。 

(3) 土砂災害時の避難所 

【本節 第２ 土砂災害対策 ≪予防・事前対策≫ ４ 避難体制の整備 水害-32】によ

る。 

 

４ 救急救助活動 

【本部室本部班】 

本部室本部班は、消防機関等と協力し、土砂災害の発生に伴う救急救助活動を速やかに実施

する。 

消防機関に支援を要請する場合は、【Ⅲ震災対策編 第１章 第９節 地震火災予防と消防

活動 ≪応急対策≫ 震災-74】を準用する。また、自衛隊へ災害派遣を要請する場合は、【Ⅲ

震災対策編 第１章 第６節 支援要請・受援体制 ≪応急対策≫ 第４ 自衛隊への災害派

遣要請 震災-53】を準用する。 

 

５ 二次災害の防止 

【本部室本部班、建設部土木建設班】 

市は県と連携し、二次災害の発生に対処するため、次の事項に留意して必要な措置を講ずる。 

(1) 建設部土木建設班は、降雨などの気象状況の十分な把握、崩壊面及び周辺斜面、堆積土砂

等について、安全に留意した監視を実施する。 

(2) 市は、安全が確認されるまで崩壊危険箇所周辺の居住者の避難指示（緊急）を継続すると
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ともに、警戒区域の設定、立ち入り規制等を実施する。 

(3) 建設部土木建設班は、降雨継続時における斜面地等及びその周辺へのシート被覆、応急排

水路の設置、安全に留意した再崩壊防止措置を実施する。 

(4) 本部室本部班は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模

に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

(5) 建設部土木建設班は、発災後の降雨等による土砂災害の発生の防止・軽減を図るため、斜

面地等の点検を行う。その結果、危険性が高いと判断された箇所については関係機関や住民

に周知を図り、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行う。 

(6) 本部室本部班は、気象、被害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフ

ラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、交通規制等被

害者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。その際、高齢者、障害者、外

国人等要配慮者に配慮した伝達を行う。 

 

 

第３ 竜巻・突風対策 

 

≪予防・事前対策≫ 

【危機管理室】 

１ 竜巻の発生、対処に関する知識の普及 

竜巻や突風は局所的・突発的に発生し、その発生を事前に正確に予測することは現状では困

難であるため、人的被害を防ぐためには、各個人が竜巻等に関する正しい知識を持ち、竜巻等

に遭遇した場合の的確な身の守り方を会得しておく必要がある。 

(1) 竜巻等突風に関する普及啓発の促進 

市は、竜巻の発生メカニズムや対処方法について、職員への研修や市民への普及啓発を行

う。 

（参考）県民向け普及啓発資料：気象庁作成リーフレット「竜巻から身を守る！」、防災

啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」等） 

(2) 学校における竜巻対応マニュアルの作成 

ア 竜巻発生のメカニズムや竜巻の特徴を理解させ、日頃から竜巻に備える態度を育てる。 

イ 竜巻から身を守る適切な避難行動を理解させる。 

ウ 安全管理運対体制の充実を図る。 

(3) 竜巻関係の気象情報に関する普及啓発 

気象庁は、竜巻などの激しい突風に関する気象情報として、竜巻注意情報を一次細分区域

（埼玉県南部等）で発表しているほか、竜巻などの激しい突風が発生しやすい地域の詳細な

分布と 1時間先までの予報として、竜巻発生確度ナウキャストを提供している。 

これらの気象情報に関して、職員等への研修や市民への普及啓発を行う。 

ただし、竜巻や突風は小規模な気象現象であり、予測が難しいことから、竜巻注意情報及

び竜巻発生確度ナウキャストの適中率及び予測精度は低い点に留意しなければならない。 
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２ 被害予防対策 

物的被害を軽減させるための方策として以下を検討する。 

(1) 重要施設や学校、公共交通機関等において、飛来物による施設の損傷やガラス破損に対す

る対策及び耐風対策を進める。 

(2) 低コスト耐気候性ハウス等の導入など、農業被害の軽減を検討する。 

３ 竜巻等突風対処体制の確立 

市は、竜巻の発生メカニズムや竜巻注意情報等の予測精度、竜巻の特徴を踏まえ、発表時及

び竜巻発生時の対処や連絡方法等について、防災関係機関と事前に調整しておく。 

４ 情報収集・伝達体制の整備 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第７節 情報収集・伝達 ≪予防・事前対策≫ 震災-57】を準用

するほか、次のとおりとする。 

(1) 気象情報や避難情報の活用の周知 

竜巻注意情報及び竜巻発生確度ナウキャストなど竜巻に関する情報の入手方法等を住民

に周知し、居住地域で起こり得る災害及びその態様に応じて危険から身を守る行動を普及

する。 

(2) 目撃情報の活用 

市職員や防災関係機関の職員から竜巻等突風の目撃情報を組織的に収集し、即時性の高い

警戒情報の発信に活かすなど、竜巻等突風の迅速な補足を検討する。また、住民からの目撃

情報等の収集手段についても検討する。 

５ 適切な対処法の普及 

市民が竜巻等突風から身の安全を守るため、竜巻等突風の危険が高まった際に、気象の変化

に十分注意しながら主体的に判断し、適切な対処行動をとれるよう、市は、ホームページや広

報紙等で、以下のような対処方法をわかりやすく掲示する。 

(1) 頑丈な建物への避難 

(2) 窓ガラスから離れる 

(3) 壁に囲まれたトイレなどに逃げ込む 

(4) 避難時には飛来物に注意する 

 

 

≪応急対策≫ 

 

災害の規模に応じて、地震に対する応急対策や他の風水害に対する応急対策を準用して、災害対

応にあたるものとする。 
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第４ 雪害対策 

 

≪予防・事前対策≫ 

【危機管理室、道路安全課、産業支援課】 

１ 住民による雪害対策と市との協力体制確立 

(1) 住民が行う雪害対策 

自分の身は自分で守るという自助の観点から、家屋等（カーポート、ビニールハウス等）

の耐雪化、食料や飲料水等の備蓄、燃料の備蓄、除雪作業用品の準備・点検など自ら雪害に

備えるための対策を講ずるとともに、市が実施する防災活動に積極的に協力するものとす

る。 

なお、除雪作業を行う際は、足元や周囲に気を配り、転落防止対策等を講じるとともに、

転倒及び屋根雪の落下にも十分注意するものとする。 

県及び市は、市民が行う雪害対策の必要性と実施する上での留意点などについて、十分な

普及啓発を行う。 

(2) 住民との協力体制の確立 

積雪時における安全の確保及び雪害予防活動の推進のためには市民、事業者等の自主的な

取組及び防災活動への協力が不可欠である。市及び県は、大雪時の路上駐車の禁止、マイカ

ー使用の自粛、歩道等の除雪協力等について、普及啓発及び広報に努める。 

２ 情報収集・伝達体制の整備 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第７節 情報収集・伝達 ≪予防・事前対策≫ 震災-57】を準用

するほか、次のとおりとする。 

(1) 気象情報等の収集・伝達体制の整備 

市は、降雪・積雪に係る気象情報等を収集し、関係機関に伝達する体制を整備する。 

(2) 被災市町村や防災関係機関との情報共有 

県及び関係機関は、災害時のオペレーションを支援するシステムを整備し、異常な積雪に

伴う通行止めの情報等を関係機関と共有する。 

３ 雪害における応急対応力の強化 

(1) 大雪対応事前行動計画（埼玉版タイムライン）の作成・共有 

県は、大雪災害に対応するため、事前行動計画（埼玉版タイムライン）を作成し、関係機

関と共有する。 

(2) 防災用資機材等の確保と利用環境の整備及び防災関係機関との連携強化 

救助活動等を実施する警察本部及び消防機関、防災関係機関は、必要な防災資機材等を計

画的に整備充実するとともに、他の防災関係機関との連携を強化し、応急活動における相互

協力の向上に努める。 

４ 避難所の確保 

市は、地域の人口、地形及び施設の耐雪性等を考慮し、避難所をあらかじめ確保する。 

５ 孤立予防対策 

市は、過去の土砂災害・雪崩等の発生履歴等を参考に、大雪で孤立しやすい地区を選定し、
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あらかじめ地区の世帯数や連絡者の把握を行う。 

また、市は、孤立集落が必要とする支援について、種類や要請手段、調達方法等をあらかじ

め想定し、必要に応じて関係機関と協議を行う。 

６ 建築物の雪害予防 

市は、庁舎や学校など防災活動の拠点施設、劇場・駅など不特定多数の者が利用する施設、

社会福祉施設や医療施設等など要配慮者に関わる施設については、雪害に対する安全性の確

保に配慮する。 

(1) 新設施設等の耐雪構造化 

施設設置者又は管理者は、新築又は増改築に当たっては、積雪実績を踏まえた耐雪性の確

保を図るものとする。 

(2) 老朽施設の点検及び補修 

施設管理者は、毎年降積雪期前に施設の点検を実施し、必要な箇所について補修又は補強

を行う。 

７ 道路交通対策 

道路管理者は除雪実施体制を整備するとともに、凍結防止剤など必要な資機材を確保する。

また、降雪期に入る前に除雪機械及び附属品等の事前点検整備を実施する。 

降雪・積雪情報や除雪情報を共有するため、市及び県、道路管理者等、関係機関との連絡体

制をあらかじめ確立する。 

異常な積雪に伴い、除雪機能が大幅に制限されることを想定し、優先的に除雪すべき路線

（防災活動拠点施設、警察署、消防署、災害時に拠点となる病院施設等の沿線）をあらかじめ

選定し、管内関係機関で共有しておくものとする。併せて、運搬排雪作業に備えてあらかじめ

適当な雪捨て場を選定し、関係機関で情報を共有しておく。 

８ ライフラインにおける雪害対策の推進 

ライフライン施設の管理者は、降積雪期におけるライフライン機能の継続を確保するため、

必要な防災体制の整備を図るとともに、施設の耐雪化・凍結防止について計画的に整備する。 

ライフライン事業者は、大雪による被害の状況、応急対策の実施状況を迅速かつ的確に収集

し、利用者、関係機関等に対し迅速かつ的確に情報提供できるよう、連携体制の強化を図るも

のとする。 

９ 農産物等への被害軽減対策 

市及び県は、雪害による農産物等の被害を未然に防止し、又は被害を最小限にするため、農

業団体等と連携を密にして施設の耐雪化を促進するとともに、被害防止に関する指導を行う。 

また、積雪に耐えうる低コスト耐候性ハウス等の導入など、農業被害の軽減を検討する。 

 

 

≪応急対策≫ 

 

１ 応急活動体制の施行 

【本部室本部班】 

市及び県は、積雪による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急活動体制
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を速やかに施行し、他の防災機関と有機的な連携を図りながら、災害応急対策を講ずる。 

なお、体制配備に当たっては、気象注意報の発表状況を参考にしながら、時機を逸せず実施

する。体制配備の際は、職員参集支援システム等により迅速に動員指令を発し、発災時に初動

対応する職員の早期確保を図る。 

２ 情報収集・伝達 

【本部室本部班・情報収集班、建設部土木建設班、各班】 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ２ 情報収集・伝達 水害-8】を準用するほか、次

のとおりとする。 

(1) 住民への情報発信 

気象庁が県内を対象として大雪に関する気象情報を発表した場合、市及び県は、降雪状況

及び積雪の予報等について住民へ周知する。その際の周知方法については、防災行政無線、

緊急速報メール、データ放送など住民への多様な伝達手段の中から、有効で時宜を逸しない

伝達方法を選択する。 

県は、住民の適切な行動を促すため、積雪に関する情報のほか除雪に係る情報も積極的に

発信するとともに、救助や救援活動などの県や警察本部、自衛隊等の対応状況についても一

元的に広報する。 

３ 広報・広聴活動 

【総務部広報班】 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ３ 広報・広聴活動 水害-21】を準用するほか、

次のとおりとする。 

市は、大量の積雪が見込まれるときにとるべき行動を、住民に周知する。 

(1) 不要不急の外出は極力避ける。 

(2) 外出の際は、滑りにくい靴を着用するなど歩行中の転倒に注意する。 

(3) 道路の凍結や着雪による自転車・自動車のスリップ事故等に注意する。 

(4) 交通機関の混乱等も予想されるので、時間に余裕を持って行動する。 

(5) 自動車が立ち往生した場合に車のマフラーを雪が塞いで、一酸化炭素中毒にならないよ

うにする。 

(6) 安全確保に留意した上で、自宅周辺の除雪を行う。 

(7) 除雪作業を行う際は、足元や周囲に気を配り、転落防止対策を講じることや転倒及び屋根

雪の落下に注意する。 

４ 道路機能の確保 

【本部室本部班、建設部土木建設班】 

(1) 異常な積雪時には、あらかじめ定めた優先除雪道路の交通確保を最優先とし、機械及び人

員を集中的に動員して除雪を行う。 

(2) 降雪状況に合わせ、事前規制の実施や地域や路線の特性に合わせた交通規制を検討する。 

(3) 緊急的な除雪の実施に当たって必要がある場合、朝霞警察署と緊密な連携の下、交通の安

全確保、除雪作業の円滑化を図るため、交通の整理を行う。また、交通の規制が必要なとき

は、緊急交通規制の実施を要請する。 

(4) 市は、自らの除雪の実施が困難な場合、他の市町村又は県に対し、除雪の実施又はこれに
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要する除雪機械及びオペレータの確保について要請する。 

(5) 防災関係機関は、市から応援の要請を受けたときは、これに積極的に協力する。 

(6) 除雪応援の受入れに当たっては、現場での情報共有、連絡体制などの受援体制を整えると

ともに、夜間休息時の除雪車両等の駐車場所やオペレータ等の宿泊施設の確保について配

慮する。 

５ 孤立地区の応急対策 

【本部室本部班】 

降雪・積雪により生活道路等の交通が困難又は不能になり孤立した地区の住民の人命及び

財産を保護するため、防災関係機関は、相互に連携し、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

(1) 状況の調査等 

市は、孤立地区が発生した場合は直ちに地区名、孤立世帯数、人数を知事に報告するとと

もに、地区代表者と連絡を取るなどして病人の発生の有無、食料保有の状況等を調査するも

のとする。 

(2) 救援の要請 

市は、孤立地区の状況について、食料及び飲料水、灯油、医薬品、緊急搬送要請について、

必要数量や品目、緊急度（品目残量・残日数等）がわかるように、県に要請するものとする。 

(3) 医師の派遣・物資の輸送等 

市及び県は、医師、保健師等の派遣、医薬品・食料・生活必需品等の輸送及び地区住民全

員の避難救助等必要な対策を講ずるものとする。 

(4) 交通の確保 

道路管理者は、孤立地区に通じる道路の除雪等を実施し、交通の早期回復を図るものとす

る。 

６ 避難活動 

【本部室本部班】 

【本節 第１ 水害対策 ≪応急対策≫ ４ 避難活動 水害-22】を準用する。 

７ ライフラインの確保 

【本部室本部班、ライフライン事業者】 

ライフライン事業者は、冠雪、着雪、凍結等による設備の機能停止・故障・損壊等を速やか

に把握し、復旧に係る措置を講ずる。 

なお、ライフライン事業者は、応急対策の実施に当たり、災害対応の円滑化や住民の生活の

速やかな復旧を目指し、他の機関と連携するものとする。 

市及び県は、ライフライン事業者等が応急対策に必要な情報（被災情報、除雪状況、危険性

が高い区域、通行可能な道路等）や活動スペース等について、ライフライン事業者等に提供又

は貸し出すことにより、その復旧作業を支援する。 

８ 地域における除雪協力 

【本部室本部班】 

除雪は、原則として土地所有者又は管理者が行うものであり、民有地内の除雪は各家庭又は

各事業者による対応が原則である。 

しかし、異常な積雪時には、高齢者世帯など自身による除雪が困難な者や通学路や利用者の
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多い交通安全上重要な歩道については、地域住民が地域コミュニティの協力を得て除雪を進

め、二次災害の防止に努める。 

９ 被災農家の支援 

【環境部農商工班】 

農作物や被覆施設に積雪すると、ハウス倒壊等の被害が発生する。市は県と協力して、被害

状況の迅速な把握と必要な支援措置を講ずる。 
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第６節 防災体制 

 

≪予防・事前対策≫ 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第５節 防災体制 ≪予防・事前対策≫ 震災-41】を準用する。 

 

≪応急対策≫ 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第５節 防災体制 ≪応急対策≫ 震災-42】を準用するほか、次のとお

りとする。 

第１ 市の活動体制 

１ 配備体制の基準 

(1) 配備体制と職員の招集との関連 

ア 通常の体制 

所要の職員をもって、通常の配備体制を持って対処する。 

(ｱ) 待機体制 

危機管理室の職員をもって対処する。 

(ｲ) 警戒体制 

初動体制とし、関連する部署の一部の職員をもって対処する。 

(ｳ) 緊急体制 

所要の職員をもって対処する。 

イ 非常の体制 

災害対策本部を設置して対処する。全職員をもって対処する。 

(2) 災害対策本部設置前の活動 

風水害が発生するおそれがある場合に、次の活動等を行う。 

ア 気象情報の収集・分析及び伝達 

イ 河川の水位及び内水状況の把握 

ウ 土砂災害及水害に関する市民等からの情報の収集 

エ 県及び防災関係機関との活動状況の把握 

オ 危険箇所等の巡視 

カ 配備体制の検討及び発令 

キ 避難指示の検討及び発令 

(3) 配備体制の基準 

配備体制の基準は次のとおりである。 

なお、市内の限定的な地域に発生した中規模災害の場合は、和光市中規模災害応急対策事

業実施規程による。 

≪【資料 95】 和光市中規模災害応急対策事業実施規程≫ 
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配備体制 活動内容 体制発動の準拠 配備人員 決定者 

待
機
体
制 

通常の組織

をもって、災

害対策活動

を推進する

体制 

情報の収集 

・台風が和光市に接近

し、被害の発生が予

想される場合 

・気象警報発表時 

・大規模火災発生時 

・大規模事故等発生時 

危機管理室の

職員又は当直

員 

危機管理監 

初
動
体
制 

情報の収集及び
報告 

災害の発生が予想さ

れる場合 

当該災害に関

係する部署の

職員のうち必

要な人員 

危機管理監 

緊
急
体
制 

情報の収集、報告
及び被災状況の
調査 

・災害が発生した場合 

・大規模災害等の発生

が予想される場合 

・管理職員全員 

・災害に関係す

る部署の職

員のうち必

要な人員 

市長 

非
常
体
制 

災害対策本

部を設置し、

災害対策活

動を推進す

る体制 

・被害状況を速や
かに把握 
・人命救助 

大規模災害及び大規

模事故等が発生した

場合 

全職員 市長 

 

(4) 配備人員の基準 

和光市職員初動体制マニュアル（風水害対策編）及び和光市中規模災害応急対策事業実施

規程による。 

２ 職員の招集 

勤務時間外においては、電話連絡等により職員を招集する。 

「待機招集（待機体制時）」・「初動招集（初動体制時）」・「緊急招集（緊急体制時）」にお

いては所要の職員を招集し、「非常招集（非常体制時）」においては市職員全員を招集する。 
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第７節 支援要請・受援体制 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第６節 支援要請・受援体制 震災-48】を準用する。 

 

 

 

 

 

第８節 火災予防と消防活動 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第９節 地震火災予防と消防活動 震災-70】を準用する。 

 

 

 

 

 

第９節 救急救助活動 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 10節 救急救助活動 震災-77】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 10節 医療救護活動 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 11節 医療救護活動 震災-81】を準用する。 
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第 11節 物資供給計画 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 13節 物資供給計画 震災-100】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 12節 緊急輸送 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 14節 緊急輸送 震災-114】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 13節 災害時の要配慮者対策 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 15節 災害時の要配慮者対策 震災-119】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 14節 帰宅困難者対策 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 16節 帰宅困難者対策 震災-130】を準用する。 
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第 15節 遺体の捜索、収容及び埋葬・火葬 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 17節 遺体の捜索、収容及び埋葬・火葬 震災-136】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 16節 生活環境の保全及び公衆衛生対策 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 18節 生活環境の保全及び公衆衛生対策 震災-139】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 17節 被災住宅対策 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 19節 被災住宅対策 震災-147】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 18節 文教対策 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 20節 文教対策 震災-153】を準用する。 
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第 19節 災害救助法の適用 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 21節 災害救助法の適用 震災-159】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 20節 被災者支援事務 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 22節 被災者支援事務 震災-162】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 21節 災害復旧事業 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 23節 災害復旧事業 震災-164】を準用する。 

 

 

 

 

 

第 22節 広域災害応援 

 

【Ⅲ震災対策編 第１章 第 24節 広域災害応援 震災-173】を準用する。 
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第２章 災害復興 

 

第１節 災害復興事業 

 

【Ⅲ震災対策編 第２章 第１節 災害復興事業 震災-180】を準用する。 

 

 

第２節 被災者の生活再建等支援 

 

【Ⅲ震災対策編 第２章 第２節 被災者の生活再建等支援 震災-183】を準用する。 

 

 

 

 

 


